＜新型インフルエンザの状況について(2009/6/3)＞
２００９年６月３日
在ミラノ日本総領事館

1． イタリア感染危険情報（イタリア健康省）
（１）６月３日、伊健康省のホームページにて新たに７件の新型インフルエンザ感染者が発生したと掲載されました。なお、７名とも伊健康省の監視下におかれ、健康状態は良好とのことです。６月３日現在、イタリアでは合計３７件の新型インフルエンザ感染者（北イタリアでは９名）確認を発表しています
（２）伊健康省はホームページ上で、タミフル等医薬品のネット購入や抗ウイルス剤の備蓄を行わないよう呼びかけています。Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
　(http://www.ministerosalute.it/index.jsp)
2． 在ミラノ総領事館の体制

· ４月３０日より東総領事を本部長とする特別緊急対策本部を設置しています。
· 当館ホームページ（在イタリア大使館・外務省のホームページにリンク含）、各邦人団体へのメールよる情報提供を実施し、北イタリア日本人会会報等への情報掲載、「緊急一斉通報」（緊急メール速報）を利用して在留邦人への注意喚起を行っています。本通報を希望の方は「在留届の変更」にてメールアドレスの変更・追加を行って下さい。
· 領事窓口では、現時点では通常通りの領事業務（パスポート、各種証明、ビザの発行等）を行っています。しかし、今後、感染の拡大状況により来館者間の感染を予防し、安全を確保するために必要な措置（来館者の方々にはマスクを持参し、着用等）をとり、「フェーズ６」以降は、人道的観点から緊急対応が必要と思われる業務にのみ限定する可能性もありますところ、あらかじめご了承願います。
3． 医療サービスへのアクセス方法

（1） イタリア労働・健康・社会政策省内にフリーダイヤル（１５００）を設置し、８時～２０時まで医者や同省のオペレーターが対応。
（2） 北イタリアにおける伝染病専門病院（新型インフルエンザ対応可能）
○Ospedale Luigi Sacco（住所：Via G.B. Grassi 74,Milano）代表：02-39041伝染病専門医：02-39043118
○Policlinico San Matteo（住所：Viale Golgi 19,27100 Pavia）代表：0382-5011
４．日本帰国時の健康チェック

日本入国前の検疫において、インフルエンザ様症状がある場合には検査を行い、必要に応じ、隔離等の措置がとられる場合がありますので、到着時の検疫所の指示に従ってください。なお、帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には検疫所の健康相談室にお申し出ください（帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。）。
５．

日本国内の感染者情報については、厚生労働省及び感染発生地域の地方自治体（東京都、大阪府、兵庫県、神戸市等）のホームページ等より情報を入手するようお願い致します。

厚生労働省ホームページ（新型インフルエンザ対策関連情報）

　　　http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
